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テーマ① 水とみどりを大切にし、生かすまちづくり 
 

現況・実情などに関する資料 （全般） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 大規模団地等を除く市全体で、比較的小規模な開発が続いている（平成9年～平成21年） 

 

図 生産緑地と都市計画道路整備状況 

注）第三次事業化計画優先整備路線：平成 18 年度から平成 27 年度の 10 年間で優先的に整備すべき路線 

資料）東京都「多摩地域における都市計画道路の整備方針」第三次事業化計画（平成 18年 4月） 
東久留米市「東久留米市都市計画図」（平成 22 年１月調製） 

 

 

図 相続が発生した場合、生産緑地を処分して対応する農家が５割 

 

面積(ha)

平成13年 180.8

平成15年 174.8

平成17年 170.9

平成19年 167.1

平成20年 164.5

注）各年末現在。19年は3月末。20年は4月1日 

資料）東京都都市整備局「東京の土地2008」 

表 減少する生産緑地面積 

■農業従事者の高齢化が進展。相続発生が懸念 

・農業従事者の約 6 割が 60 歳以上、70 歳以上が。37％を占める。 
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出典）東久留米市「農業振興計画策定のための農家意向調査」平成 17年 7月～8月実施 
東久留米市「第 4次長期総合計画 基礎調査報告書」（平成 21年 3月） 
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図 宅地動向データ 

 

注 ）「その他」は、「宅地、田、畑、山林」に該当しない道路、境内、墓地等の合計 
   平成 21年の宅地面積は、学校の現況地目を宅地から学校用地に変更した減尐分（0.3㎡）あり 
資料）東久留米市「統計東久留米」（平成 21年版） 

資料２ 

注）地図上の比較による。資料）ゼンリン「住宅地図」（1997、2009年版） 
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現況・実情などに関する資料 （全般） 
 

 

 

 

 
 

図 生産緑地の変遷（平成 12 年 1 月～平成 22 年 1 月） 

 

 

注）第三次事業化計画優先整備路線：平成 18 年度から平成 27 年度の 10 年間で優先的に整備すべき路線 

資料）東京都「多摩地域における都市計画道路の整備方針」第三次事業化計画（平成 18年 4月） 
東久留米市「東久留米市都市計画図」（平成 22 年１月調製） 
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六仙公園、白山公園などの大規模公園
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商店街

富士見の景観

東久留米駅周辺の景観

図 市民が特に大切にしたい、活かしたいと思うもの 

の上位は「湧水群や、黒目川・落合川の水辺」 
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図 市外居住者は、東久留米市に 

「水と緑の自然豊かな都市」という印象をもっている 

 

図 水とみどりの市民満足度が高く、重要度も高い 

資料）「東久留米市都市計画マスタープラン中間見直しのためのアンケート」（平成 22年１月実施） 
 

注 1）東京都の指定する保全地域のうち、緑地保全地域７か所、歴史環境保全地域１か所が東久留米市内にある。 
   2）森の広場とは、都市公園や緑地の不足を補うため、民有地の樹林地を借り上げ、市民に開放しているもの。 
   3）都市公園・緑地は 1000㎡以上のもののみ表示。名称は 5,000 ㎡以上のもののみ表示。 
   4）都市計画公園の名称は、都市計画上の名称を表示しているため、現場の公園名称とは異なる場合がある。 

資料）都市計画公園・都市計画河川： 東久留米市都市計画図（平成 22年１月調製）、都市公園・緑地：環境政策課資料及び東京都公園調書 

  河川：東久留米市「東久留米市環境基本計画」(平成 18年 4月）「ガイドマップ東久留米」、保全地域・森の広場： 東京都ホームページ 

図 東久留米市の水とみどり 

（平成21年3月現在）

名　称 所在地 面積（㎡）

野火止用水歴史環境保全地域
下里六丁目、野火止二丁
目、小山五丁目

27,515

南沢緑地保全地域 南沢三丁目 25,355

南町緑地保全地域 南町三丁目 11,219

小山緑地保全地域 小山一丁目 19,737

氷川台緑地保全地域 氷川台一丁目 10,097

金山緑地保全地域 金山町一丁目 13,216

前沢緑地保全地域 前沢三丁目 11,885

柳窪緑地保全地域 柳窪四・五丁目 13,592

計 ８カ所 132,616

注）野火止用水歴史環境保全地域の面積には、水路(７７６㎡)を含まない。 

 

表 東京都の歴史環境保全地域・緑地保全地域 

 

 

名称 所在地 面積（㎡）

金山森の広場 金山町一丁目 8,274.0

成美森の広場 氷川台一丁目 2,021.0

前沢森の広場 前沢三丁目 4,598.0

前沢第二森の広場 前沢三丁目 1,596.8

柳窪森の広場 柳窪二丁目 2,002.0

南町森の広場 南町三丁目 8,238.0

柳窪けやき森の広場 柳窪五丁目 1,912.0

計 ７カ所 28,641.8

表 森の広場 

表 樹林地（公有地） 

表 緑化協定に基づく緑化面積 

資料）東久留米市環境政策課資料（左記２表とも） 

 

 

名称 所在地 面積（㎡）

学園樹林地  学園町一丁目 496.2

向山樹林地 南沢三丁目 213.2

柳窪樹林地 柳窪五丁目 204.9

柳窪第二樹林地 柳窪四丁目 405.5

下里樹林地 下里六丁目 167.7

南沢樹林地 南沢三丁目 1,794.6

計 ６カ所 3,282.2

名称 所在地 面積（㎡）

南沢第一市民緑地 南沢三丁目 968.0

計 １カ所 968.0

・保全地域は、東京都が条例で指定しています。 

・保全地域は、人の立ち入りを前提とした公園等と

違い、自然の保護及び保全を目的として指定され

ています。そのため、指定された土地はその利用

に厳しい制限があり、指定の目的に反している行

為（建築物の新築や改築、宅地の造成、木竹の伐

採など）はできません。 
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懇談会で出された課題 （即地的なもの） 
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関連計画での位置づけや、関連制度など 
 

計画名称： 東久留米市農業振興計画 平成 18年 3月 

所 管 ： 東久留米市 

計画期間： 平成 18 年から 22 年 

位置づけ： 農業経営基盤強化促進法の第六条に定める「農業経営基盤強化促進基本構想」。農業経

営基盤の強化の促進に関する目標、農業経営の規模など、５項目を定めることとされて

いる。 

内 容 ： ■施策の体系 

 

① 農のあるまちづくりの位置付け 

●主要河川を軸とする本市の緑のネットワークづくり等と調和のとれた農地の位

置付けを図る。 

●住宅と混在する農地は、防災や日照、通風等の環境保全機能を有していること

を位置付け、保全を図る。 

② 都市計画との調整 

●生産緑地の維持･保全を図り、買い取り請求等への速やかな対応を検討するとと

もに、生産緑地と一体的に生産を行っている宅地化農地については、生産緑地

地区指定の追加を促進し、拡大する。 

●公共事業で買収された生産緑地については、代替地等の斡旋をスムーズに行え

るよう関係機関と連携を図る。 

●各地域の実態に応じた、東京都生産緑地保全整備事業の導入を図る。 

●面的事業と併せた生産緑地の集団化を図る。 

●農地の継続条件を把握するため、農地拡大意向農家の把握等を行う。 

③ 農業生産環境整備の検討 

●農地外周の生け垣化等により景観形成を併せた農業生産環境の保全を図る。 

●土地区画整理など面的事業とあわせた農地の集団化を研究する。 

●東久留米市の特性に即した新たな事業制度として、「農業振興地域の整備に関す

る法律」に準じた、市独自の農業専用地区導入可否について研究する。 

④ 相続対策の支援 

●農家の相続対策に関する研修・相談の充実を図る。 

●相続税納税猶予制度の堅持・改善を国に要望する。 

⑤ 宅地化農地の有効利用 

●市民農園、学童農園、福祉農園等や借り上げ公園等オープンスペースとしての

活用を図る。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

内 容 ： 

 

 

 

都市計画・土地利用

に係る部分を抜粋 

① 農業振興・農地活用で、農地をできるだけ減らさない 
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市内・他自治体の事例など 

 

●練馬区の体験農園 

・練馬区は、平成 8 年に第一号の体験農園を開園して以降 10 年以上にわたり、体験農園を実施していま

す。現在１５園（野菜、果樹）が区のホームページで紹介されています。体験農園の園主会もあります。 

 

■加藤農園 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ■井口農園 旬感倶楽部 

 

 

 

 

 
 

出典）練馬区ホームページ 
 
 

 
 
 
 
 
 

●農地の多面的機能を活かしたまちづくり（東京都） 

 
 

出典）東京都産業労働局「農業・農地を活かしたまちづくりガイドライン」平成 20年３月 
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関連計画での位置づけや関連制度など 
 

 

●市街化区域と市街化調整区域 

 

・東久留米市は、都市計画で、市街化区域と市街化調整区域に区分されています。 

『市街化区域』：すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街

化を図るべき区域です。 

・基準に適合し手続に瑕疵がなければ、開発を許可しなければいけない区域です。開発許可の基準

（技術的細目）は、市町村の条例で一部※強化又は緩和できます。※強化又は緩和については、政

令 

『市街化調整区域』：市街化を抑制すべき区域です一定の要件を満たすと認められる場合を除き、原

則として、開発の許可をしてはならない区域です。 

 

●用途地域など、都市計画に定める地域地区 

 

・土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図

るために、都市計画で、用途地域などの地域地区を指定しています。 

・用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のル

ールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっていま

す。例えば、土地の面積と建物の床の面積の比率（容積率と言います。）、道路の幅に見あった建物の

高さなどのルールがあります。 

・その他の地域地区には、「建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める『高度地区』」や後述の『生

産緑地地区』などが含まれます。 
 

 

 

 

 

※具体的な地域地区や用途地域の制限などは、別添の都市計画図をご覧ください。 

 

 

 

 

●開発と建築行為の規制・誘導による 

･地域地区などに従い、「開発許可」と「建築確認」が連動して、行為を許可する手続きを通じて、行為を

左記の地域地区などの計画の内容に沿って規制・誘導することで計画に沿った土地利用が実現されてい

きます。 

・市街化区域の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 開発コントロールで、農地・緑地を守る － 面的な土地利用誘導の必要性に関すること  

開発許可 建築確認 

・一定規模以上の土地の形を変え

たり、切土、盛土したりする場合

には開発許可が必要です。 

・「開発許可基準」に適合し、手続

きがを違反していなければ、許可

されます。 

・許可のよりどころとなる「開発

許可基準」の細目（公園、緑地の

割合など）や最低敷地規模など

は、市町村の条例で強化し、また

は緩和することができます。 

・建物を建てたり、増改築などを

する際は、建築確認が必要です。 

・建築物の用途や形態などが、都

市計画の内容にあっているかど

うかなどについて、確認を受けま

す。 

 

※地区計画や緑化地域制度などで、地区を限って緑の確保や保全を上乗

せすることもできます。（後述参照） 

 

※10 ページの「東久留米市宅地開発等

に関する条例」主要事項参照 
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■参考：現行プランの土地利用の方針図 
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関連計画での位置づけや、関連制度、動きなど 
 

●生産緑地 

・市街化区域内の農地などで市町村から生産緑地地区の指定を受けたものです。（都市計画制度にの

っとった指定です。） 

・生産緑地法第３条 1の規定により、以下に該当するものを生産緑地地区と定めることができます。 

1．公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の

効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。 

2．500平方メートル以上の規模の区域であること。 

3．用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの

であること。 
 

●生産緑地と宅地並み課税・相続税猶予制度 

・首都圏市街化区域内の農地は市街化政策により固定資産税が宅地並みに課税されています。しか

し保全すべき農地として生産緑地に指定されれば、固定資産税が農地として課税されるので安くな

ります。 

・生産緑地に指定され、農地を営農者が相続し、相続人が営農している限り、相続税の猶予を受け

ることができます。（平成３年 12月 31日までに相続していれば､猶予期間は 20年) 

・相続した人が営農しなければ、相続税は猶予されません。また、相続した農地で営んでいた農業をや

めたときには、支払いが猶予されていた相続税を遡って払わなければいけなくなります。（利子分を併せて納付） 

・また、農家の自宅敷地部分や屋敷林など「営農地でない」部分は、相続税の猶予対象になりません。  
 

●農地の転用・農地の利用 

・農地法第４条で「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなら

ない」とされています。 

・なお、市街化区域内の農地（東久留米市の場合、柳窪の一部地域を除き、全て市街化区域です）

を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。 

・また、農地を所有者以外の者が利用する場合、一定の要件を満たすなどの制限があります。 
 

 

●「都市農地保全推進自治体協議会」（会長 練馬区長、市街化区域内農地を持つ東京都内の 38 自

治体が会員）は、国土交通大臣、農林水産大臣に対し、都市農地の保全の推進に関する要望

書を提出（平成 22 年 5 月） 

１ 農地は、都市部においてより一層公益的な役割を果たしていることを評価し、都市に暮らす住民

にとって農地が必要との認識の下に、関係する法令や税制を見直し、省庁が連携して都市農地が適

切に保全されるように政策を実施すること。 

２ 都市計画法の見直しにおいては、農のあるまちづくりの促進に資するよう、都市農地を不可欠な

ものとして明確に位置づけ、その保全に向けた必要な対策を行うこと。 

３ 都市農地の保全に寄与する生産緑地法は基本を堅持すること。また、生産緑地地区として指定で

きる面積要件については、自治体毎のまちづくり施策や公共施設整備方針等に基づき、下限面積を

引き下げられるようにすること。加えて、既に生産緑地地区として指定されている農地が、収用等

に伴って下限面積を下回ることとなった場合でも、残された農地で農業生産が継続される場合は、

指定を継続できるようにすること。 

 

●東久留米市みどりの基金条例         昭和 61 年３月 31 日条例第 16 号 

 

（設置） 

第１条 東久留米市内の緑地保全及び緑化推進を図るため，東久留米市みどりの基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

（基金の積立） 

第２条 基金として積み立てる金額は，毎年度の一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

で定める。 

（協力要請） 

第３条 基金の充実を図るため，市長は市民に，基金の現状及び使途等について，周知を図り，

基金への参加を求めるなど，協力の要請に努めるものとする。 

（管理） 

第４条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

（繰替運用） 

第５条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間及び利率を定め

て，基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（運用益金の処理） 

第６条 基金の運用から生ずる収益は，予算に計上して，この基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第７条 基金は，緑地保全及び緑化推進に関する経費に充てる場合に限り，基金の全部又は一部

を処分することができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，基金の管理に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付 則 
この条例は，昭和 61 年４月１日から施行する。 

 

参考：「みどりの基金」残高の推移  

 
（単位：千円）

年度 寄付金積立
預金等

利子積立
取り崩し額 年度末残高 摘要

平成13年度 43,568 296 67,000 632,146 たての緑地等用地購入

平成14年度 46,135 952 51,000 628,233 向山緑地等用地購入

平成15年度 50,318 397 678,948

平成16年度 29,471 489 708,908

平成17年度 29,927 287 739,122

平成18年度 48,746 690 83,300 705,258 南沢森の広場用地購入

平成19年度 37,509 1,222 743,989

平成20年度 128,214 1,029 873,232

平成21年度 53,531 608 927,371

平成22年度
（見込み）

22,285 2,375 131,693 820,338 柳窪の樹林地等用地購入

資料）財政課
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関連計画での位置づけや関連制度など 
 

●東久留米市宅地開発等に関する条例 主要事項 
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関連計画での位置づけや関連制度など 
 

●地区計画で地区のルールを定める 
 

・地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将

来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。 

 

出典）東京都都市整備局ホームページ 
 

●都市緑地法に基づいて、緑化地域制度で緑地率を定める 

 

■緑化地域制度  

・緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積

の一定割合以上の緑化を義務づける制度です。これにより効果的に緑を創出することができます。 

（都市緑地法第 34条） 

・緑化地域は、都市計画法における地域地区として市町村が計画決定を行います。 

・緑化の義務づけの対象 

・義務づけの対象となるのは、敷地面積が原則 1,000m2以上の建築物の新築又は増築です。  

※市町村は、特に必要がある場合、条例で敷地面積の対象規模を 300m2 まで引き下げることができます。  

 

市内・他自治体の事例など 
 

●世田谷区は都市緑地法に基づき緑化率を定めました 

 

出典）「日本経済新聞」（2010年４月 20日） 
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市内・他自治体の事例など 
 
●まちづくり条例で、まちづくりの手続きや活動のしくみを定める(日野市まちづくり条例) 

・まちづくり条例で、宅地開発等の基準や手続きに関することのほか、市民が話し合うしくみや、市民主

体のルールづくりの手続き、行政の支援などについて、定めています。 

 
 

●まちづくり条例を定めるねらい（武蔵野市） 

・市民による地域でのまちづくりルール化 ⇒住民主体の地域まちづくり活動の活性化  

・宅地開発等の指導基準・手続き等の明確化 ⇒事前協議、意見調整の仕組み、手続き明確化  

・参加と連携によるまちづくりの総合的な推進 ⇒適切な役割分担と協働関係の構築方法の提案 

・都市計画法に基づく提案制度等の活用 ⇒法制度の適切な活用に基づくまちづくりを推進  

出典）武蔵野市ホームページ 
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市内・他自治体の事例など 
 

●学園町憲章 

 

      出典）「学園町自治会新聞」（平成 20年 8月 10日） 

 
 
 
 

●常盤台の景観ガイドライン 

東京都板橋区常盤台で、住宅街の良好な景観を共有の「資産」として守ろうと、住民自らが指針

案を作成。東京のしゃれた街並みづくり推進条例第 20 条第 1 項の規定に基づく、街並み景観重点

地区に指定された。「街に緑を、なかでも街行く人の目にふれやすい道路沿いに緑を増やす」「建築

物の高さや外壁、屋根などの形状と色彩は周辺の環境との調和をはかる」「敷地の細分化を防止す

る」などの景観ガイドラインを定め。協議会による建築行為等の誘導を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出典）「日本経済新聞」（平成 18年 5月 11日）
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関連計画での位置づけや関連制度など 
 
 

計画名称： 24 東久留米市環境基本計画 平成 18年 4月 

計画期間： 平成 18年度から 27年度 

位置づけ： 東久留米市環境基本条例に基づいて、東久留米市全域を対象に策定された計画 

内 容 ： ■将来の環境像 

 水と緑、安心した暮らしをみんなで育むまち “東久留米” 

■基本目標と個別目標 

基本目標１ 水と緑と生き物を守り、育てるまち 

基本目標２ 安全で美しい、資源循環のまち 

基本目標３ みんなで取り組む環境のまち 

■計画の体系 

 

■優先して取り組むべき施策 

  基本目標１では ⇒ 水と緑の保全 

   雨水浸透施設の設置、湧水調査の継続実施、緑の実態把握、みどりのサインボードの設置 

  基本目標２では ⇒ ごみ排出量抑制とリサイクルの推進 地球温暖化の防止 

  基本目標３では ⇒ 意識啓発と実態把握 

■計画の推進 

  推進体制、進行管理の仕組み、点検評価の考え方を示している。 

 

市内・他自治体の事例など 
 
 
 

●東京都 「マイ・ツリー －わたしの木－」 

・東京都では、「水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる」ため、都内の街路樹を 100 万

本に倍増し、都市公園等の緑の拠点を街路樹でつなぐ「グリーンロード・ネットワーク」の形成・充実

を進めています。 

・「マイ・ツリー－わたしの木－」 は、一人でも多くの人に街路樹に関心を持っていただくため、「緑の

東京募金」のメニューのひとつとして 20 年度に開始しました。「マイ・ツリー」事業により植栽する街

路樹には、寄附者のお名前、メッセージを書き込んだ樹名プレートを取り付けます。 

・20年度・21年度の２ヵ年で、2,747本のお申し込みがありました 

 

＜平成 22年度募集概要＞ 

１ 募集路線：22 年度は海岸通り、山手通り、青梅街道、明治通り、新小金井街道、高尾街道など

41路線 50箇所 

 

２ 募集期間 

  平成２２年６月１５日（火）～平成２３年３月３１日（木） 

 

３ 募集本数と価格 

  中木 １，５００本（１本１万円） 

  高木   １５０本（１本５万円） 

実施例 

【高木・ｹﾔｷ（新宿副都心 9 号線） 

 
出典）東京都ホームページ http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/my_tree/index.html 

③ みどりをふやす、守る、生かす 
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市内・他自治体の事例など 
 
 

 ●東久留米市役所の緑（ゴーヤ）のカーテン 

 

 

 ●第六小学校校庭の芝生化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芝生の上で遊ぶ生徒              芝生ボランティアの維持管理 

 

出典）東久留米市ホームページ 

 
 
 
 

●東久留米市 市民の手による緑地の維持管理の例 

東久留米自然ふれあいボランティア 

・７ケ所の緑地保全地域と３ヶ所の歴史環境保全地域の中で活動。月２回、作業を行っている。 

  
 

出典）東久留米自然ふれあいボランティアホームページ 

 

●アドプト制度による道路等の美化活動（清瀬市） 

 

 
 

出典）多摩北部都市広域行政圏協議会「第二次多摩北部都市広域行政圏計画 2006年度~2015年度」(平成 18年３月) 
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関連計画での位置づけや、関連制度など 
 
 

    ●東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例  

 

 

 

 

●水質の変化 水質（BOD）の経年変化 

 

出典）東京都「荒川水系 黒目川流域河川整備計画（東京都管理区間）」平成 18年 3月 
 

●黒目川流域河川整備計画の概要： 

計画対象区間は、東京都管理区間の黒目川、落合川の２河川です。河川の整備から維持管理に関する

ことも含まれます。計画期間はおおむね２０年を目標としています。 

 

出典）東京都「荒川水系 黒目川流域河川整備計画（東京都管理区間）」平成 18年 3月 

④ 水と水辺を守り、生かす 
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関連計画での位置づけや、関連制度など 
 

●環境軸 

・平成 18 年に東京都が策定した「みどりの新戦略ガイドライン」に位置づけられた施策に「環境軸」の

形成があります。 

・「環境軸」とは、公園・緑地、道路や河川のみどりとこれら沿線のまちづくりで生まれるみどり等を組

み合わせ、都市施設のみでは成しえない厚みと広がりをもったみどり空間の創造を目指すものです。 

 
 
出典）東京都「環境軸ガイドライン 概要版」（平成 19年 6月） 

 
 
 
 
 
 
 
 

●黒目川上流域親水化計画など、散歩道づくりの計画概要 

図 親水整備箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）東京都「荒川水系 黒目川流域河川整備計画（東京都管理区間）」平成 18年 3月 

 

⑤ 水とみどりのネットワーク 
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●水とみどりのネットワーク（案） 

 
資料）都市計画公園・緑地：東久留米市都市計画図（平成 22年 1月調整）、都市公園・緑地：東久留米市「統計 東久留米」（平成 20年版）、環境政策課資料、公園調書 
   河川・湧水：東久留米市「東久留米市環境基本計画」（平成 18年 4月）、保全地域・森の広場：東京都ホームページ、「ガイドマップ東久留米」（平成 21年 2月）、東久留米市ホームページ 
   河川沿いの遊歩道「東久留米市資料」、植樹帯のある道路：東久留米市「平成 22年度 道路植樹帯図」、東久留米市剪定対象街路樹資料、現地確認  暗渠の川、植樹帯のある道路・自転車･歩行者専用道路：黒目川・落合川､湧水マップ 



 19 

 

関連計画での位置づけや、関連制度など 
 

計画名称： 15 東京都景観計画 平成 21年４月 

所 管 ： 東京都 

位置づけ： 景観行政団体である東京都が策定した、景観法第八条に該当する景観計画。同条に基づ

き、以下の事項を定めている。 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。） 

二  景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

三  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

当計画は「東京の新しい都市づくりビジョンとの整合を図りつつ、景観法、都市計画法、建

築基準法に基づく諸制度、屋外広告物規制とも連携した施策を体系化したもの 

内 容 ： ■景観計画区域：東京都全域 

□東京の景観特性（東久留米市に関する部分を抜粋） 

  ＜核都市広域連携ゾーン＞ 

  ①丘陵地の豊かな緑と連続する武蔵野の面影 

   関連する要素：黒目川、落合川、野火止用水、滝山公園、野火止用水歴史環境保全地

域、南沢緑地保全地域、米津寺、多聞寺、氷川神社など 

■良好な景観の形成に関する方針 

 ＜多摩：多摩 19 都市計画区域、奥多摩町及び檜原村の区域＞ 

 ①武蔵野の原風景の保全と継承 

・柳瀬川、野火止用水、黒目川、落合川沿いなどに雑木林が残され、農地と合わせて
武蔵野の原風景をとどめており、地区計画などを活用し、その保全と継承を図る。
併せて、ゆとりある緑を背景とした、潤いのある住宅市街地を形成する。 

 ②玉川上水や街道沿いなどの緑の保全 

・玉川上水や野火止用水など、武蔵野台地を流れる用水の清流や緑、五日市街道、鈴
木街道、青梅街道、東京街道沿いに連なる屋敷林などの自然環境を維持・保全し、
水と緑のネットワークを形成する。 

 ⑥農のある風景の保全 

・市街地に残る農地は、農産物の生産地であると同時に、環境保全や防災機能をもち、また、
市民農園などとして都民に親しまれている貴重なオープンスペースである。これらの農地に
ついては、生産緑地地区などの制度を活用し、身近な地域の農業景観の保全を図る。 

・農のある風景の保全に努め、その意義の普及啓発に取り組んでいる民間団体を支援する。 

■景観法の活用による新しい取組（良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項関連） 

 ＜届出制度による景観形成＞  

・東京都景観条例に基づき指定した「景観基本軸」について地区を区分し、地区ごと
に個別的な方針や基準を定める。 

・また、文化財庭園や水辺の周辺など、良好な景観形成を推進する上で特に重点的に
取り組む必要がある地区を今後、適宜「景観形成特別地区」として指定し、方針、
基準を定める。 

 
 
※東久留米市は、「景観基本軸」の区域「景観形成特別地区」の指定はなく、その他の
地域（一般地域）に該当する。一般地域の基準等は、右のとおり 

 

■良好な景観形成のための行為の制限に関する事項（一般地域の区域） 
 

 

 

 

 

･･東京都景観条例に基づく 

･･文化財庭園や水辺などを適宜指定 

⑥ 景観  
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関連計画での位置づけや関連制度など 
 

■景観法の概要 

 

・景観行政を担う主体を「景観行政団体」といいます。 

・東久留米市のような市町村は、「都道府県知事との協議・同意」により「景観行政団体」になることが

できます。 

・景観行政団体は、景観計画で、景観行政を行う区域（景観計画区域）や一定の行為に対する届出・勧告

等の基準を定めます。また、道路や河川を景観重要公共施設として位置づけて、景観に配慮した整備等

を求めることが可能となります。 

・景観重要建造物、景観重要樹木、景観協議会、景観協定や住民参加の仕組み等の景観法に基づく措置は、

景観計画区域内が対象となります。 

 

出典）国土交通省資料 

 

 

市内・他自治体の事例など 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）日本経済新聞 
（平成 22年 2月 13日） 
 

出典）日本経済新聞 （平成 21年 1月 28日） 
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関連データ 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 都市計画公園（平成 21 年） 

計画 供用

街区公園 2･2･19 氷川台 氷川台一丁目 0.07 0.07

2･2･20 上の原 神宝町二丁目 0.52 0.52

2･2･28 西口中央 本町一丁目 0.30 0.30

2・2・29 西口北 本町三丁目 0.10 0.10

2・2・30 稲荷塚 新川町一丁目 0.03 0.03

近隣公園 3・4・6 白山 滝山七丁目 5.00 5.00

総合公園 5･5･3 六仙 中央町三丁目 15.00 1.66

特殊公園
（歴史公園）

8・2・1 小山台 小山一丁目 0.44 0.44

緑      地 2 竹林 南沢一丁目 0.42 0.42

4 下谷 神宝町一丁目、大門町二丁目 0.21 0.21

5 向山 南沢三丁目 0.26 0.26

7 たての 学園町一・二丁目及び南沢一丁目 0.88 0.88

計 23.2 9.9

面積（ha)都市計画公園・緑地名称
（施設名称）

所在地

 
資料）東久留米市都市計画図（平成 22年 1月調製） 

 
 

表 「重点公園・緑地」「優先整備区域」 

（2015 年までに優先的に整備に着手する予定の区域） 

「重点公園・緑地」 優先整備区域面積 事業主体 

六 仙 公 園  53,800 ㎡ 東 京 都  

資料）東京都「都市計画公園・緑地の整備方針」(平成18年） 

 

 

●六仙公園の計画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 六仙公園 芝生広場 

 水の森の創造～湧水をまもり、緑をあるく～ 

 六仙公園は東久留米市の中央に位置し、北多摩地区における緑の拠点として計画されました。計

画区域内には良好な農地が多く残り、市街地の貴重なオープンスペースとなっています。 

 このオープンスペースを今後とも公園として保全し、武蔵野の原風景を回復するとともに災害時

等の避難広場として防災的な機能をもった公園として整備していきます。 

（六仙公園の基本的な役割） 

 ●都市の環境を守る 

 ●都市を災害から守る 

 ●住民のさまざまなレクリエーションの場となる 

 ●都市に美観を与える 

 
 出典）東京都「都市計画公園 六仙公園 事業のあらまし」（平成 20年度） 

・都市計画公園は 8箇所、都市計画緑地は 4箇所あり、平成 21年 4月現在の計画面積は 23.2ha、

供用面積は 9.9haです。 

・現在整備中の六仙公園を除き、東久留米市内の都市計画公園・緑地はすべて供用済みです。な

お、東京都の「都市計画公園・緑地の整備方針」（平成 18 年）で、六仙公園は「重点公園・緑地」

「優先整備地域（53,800㎡）」に指定されています。 

・六仙公園（計画面積15ha／平成21年4月時点の供用面積約 1.7ha）の整備が完了すると、一人当

たり公園等面積は約 2.8㎡/人となります。 

⑦ 公園  
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関連計画での位置づけや関連制度など 
 
 

 

●東久留米市「平成２１年度 東久留米市新たな産業のあり方に関する調査」における拠点としての 

 都立六仙公園の現況と整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）東久留米市「平成２１年度 東久留米市新たな産業のあり方に関する調査」（平成 22年３月） 


